
留　 意　 事 　項　／　そ　の　他

取　組　み　内　容

効　　　　　　　果

育児・介護による時短勤務申請者の2時間まで不連続の勤務を可とする。例）7時～8時勤務、10時～16時勤務、
19時～20時勤務など

ライフイベントに合わせた働き方を支援する

時短勤務者の不連続勤務許可

〇 現場 〇 事務所内


